
樹
蜂
㎜

叢

相
緬
…税

の
輕

濟
政
策
襯
…

・

階
級

に
就

い
て

・

領
値

の
類

型

と
個

性

・

鴨

㌫

肚
會
改
造
哲
學
及
び
連
帯

思
想

・

本
邦
自
殺
の
男
女
別

…

:

…

時

恐
酬

税
法

の
新

改
正
を
論
ず

遜
明

と
国

力

・

.

・
渋
墨
博
士

帥

戸

正

雄

・

:
夾
撃
博
士

高

田

保

馬

・
渋

墨

士

恒

藤

恭

・
文
學
博
士

米

田

庄

太

郎

・
法
學
博
士

財

部

静

治

・
法
學
博
士

小

川

郷

太

郎

:

注
學
博
士

山

本

美

越

乃

一説

苑

水
戸
烈
公
の
穀
物
政
策

…

法
學
士

中

世

末
期

に
於
け
る
村

落

の
結

合

を
論

ず

・

難
聯

錬

炭
鑛
勢

働
者

の
生

計

・

簡

易
李
均
法

に
就

い
て
.

本
庄

榮
治

郎

牧
野

信
之
助

・
注
學
博
士

河

田

嗣

郎

・
経
済
學
士

岡

崎

丈

規



時

熟
言前

税

法

の
新

改

正

を
.論

ず

二
)

小

川

郷

太
.
郎

第

一

緒

言

第
四
十
六
議
會

に
於
て
は
税
法
の
政
腰
に
就
て
論
議
が
盛
に
行
は
れ
た
。
其
動
機
を
與

へ
た
も
の
は
税
法
の
改

塵

に
聞
す

る
政
府
案
の
提
出
で
あ
.つ
た
内
.即
ち
政
府
は
本
年

一
月
二
十
三
日
所
得
税
法
中
改
正
法
律
案
、
瞥
業
視

法
中
改
正
法
律
案
、
萱
藥
視
注
中
歌
正
法
律
案
、
印
紙
税
法
中
改
正
法
律
案
、
石
油
消
費
税
法
塵
止
法
律
案
を
衆

議
院
に
提
出
し
た
。
之
に
蹲

い
で
、
憲
政
會
は
地
租
條
例
中
改
正
法
律
案
、
.轡
葉
枕
法
腹
止
法
律
案
、
醤
油
税
則

贋
止
法
律
案
、自
家
用
醤
油
椀
法
廃
止
法
律
案
、織
物
消
費
税
中
改
正
法
律
案
を
提
出
し
、
革
新
倶
樂
部
巴
庚
申
倶

樂
部
ε
は
各
地
租
條
側
腹
止
法
律
案
ε
讐
業
挽
法
壌
止
法
律
案
ご
を
提
出
し
た
。
挽
法
政
癈
棄
審
議

の
進
行
す

る

に
伸
ひ
、
更

に
所
得
税
法
中
の
改
正
に
關
す
る
三
案
が
議
員
よ
り
提
出
せ
ら
れ
た
。
其

一
は
山
林
所
得

に
閲
す
る

ダ

改
正
集

で
、
岩
本
卒
賊
民
外
五
名
の
提
出

に
か

、
れ
る
も
の
で
め
り
、
其
二
は
保
険
癬
控
除
査
定
に
翻
す
る
改
正

案
で
、
金
光
庸
夫
氏
外
二
名
の
提
出
に
か
、
る
も
の
で
あ
り
、
其
三
は
貸
付
信
託
の
利
益
課
税

し
關
す

る
改
正
案

時

論

醗
法
の
新
改
正
な
論
ず
(
こ

第
十
去
春

(第
五
號

七
九
)

八
一
】



時

論

醗
法
の
新
改
正
心
論
ず
(
】)

第
十
六
巻

(第
五
號

八
O
)

八
「
二

で
、
鳩
山

一
部
氏
外
三
名

の
提
出
に
か

＼
れ
る
も
の
で
あ

る
。
叉
政
府
も
二
月
十
五
日
に
至
り
明
治
四
十

一
年
法

律
第

二
十
七
號
中
改
正
法
律
案

〔地
方
税
制
限
に
聞
す
る
件
)
及
都
市
計
叢
法
中
改
正
法
律
案
を
提
出
す
る
に
至

っ
た
、
此

二
改
正
法
律
案
は
管
業
挽

の
附

加
税
制
限
に
閲
す

る
こ
ε
で
あ

る
。

衆
議
院
は
是
等
諸
法
案
を
議
し
、
政
府
案
た
る
所
得
税
法
中
改
正
法
律
案
、
管
渠
税
法
中
改
正
法
律
案
に
修
正

を
加

へ
て
可
決
し
.
其
他

の
政
府
案
は
悉
く
之
を
可
決
し
、
憲
政
會
、
革
新
倶
樂
部
、庚
申
倶
樂
部
の
提
出
し
だ
る

視
法
敵
廃
案
は
悉
く
之
を
否
決
し
陀
、

(二
月
+
日
)。
岩
本
李
賊
民
外
正
名
提
出
所
得
税
改
正
法
律
案
は
修
正
の
よ

.

之
を
可
決
し
、

(二
月
+
旦

、
金
光
庸
夫
氏
外
二
名
提
出
の
所
得
視
注
中
改
正
法
律
案

(三
月
六
日
)
、
鳩
山

一
郎
氏
外

三
名
提
出
の
所
得
税
法
中
改
正
法
律
案
(三
月
背
一旦

は
共

に
之
を
可
決
し
た
。
螢
業
挽
附
加
税
制
限
に
關
す
る
改
正

法
律
案
(明
治
四
+
一
年
法
律
第
三
+
七
號
中
改
正
法
律
案
井
に
都
市
計
護
法
中
改
正
法
律
案
)
も
亦
同
様

に
可
決
し
把
。
(三
月
+
五
日
)

貴
族
院
は
衆
議
院
を
通
過
し
た
る
諸
税
法
案
の
中
政
府

の
提
出
に
か

＼
る
も
の
は
悉
く
之
を
可
決
し
た

(三
月
+

五
旦

但
し
所
得
税
法
中
欧
正
案

に
射
し
て
は
三
個
の
希
望
條
件
を
附
し
た
。
衆
議
院
提
出

に
か
、
れ
る
所
得
税
注

中
改
正
案
の
中
で
、
貸
付
信
託

の
利
金
課
税

に
關
す
る
改
正
案
は
之
を
可
決
し
、
保
険
料
控
除
査
定
に
聞
す
る
改

正
案
は
修
正
の
上
、
之
を
可
決
し
、
山
林
所
得
課
税
に
關
す
る
改
正
案

は
後
日
の
改
正
に
譲

る
の
趣
旨

に
依
り
之

を
否
決
し
た
。
〔三
月
廿
五
日
)

貴
衆
両
院
を
通
過
し
た
る
是
等
諸
税
法
案

は
裁
可
を
得

て
皆
法
径
ε
な

つ
陀
。
即
ち
所
得
税
法
中
改
正
法
は
法

律
八
號
を
以
て
、
螢
業
挽
法
中
敗
正
法
は
法
律
第
九
號
を
以
て
、
石
油
消
費
税
塵
止
法
は
法
律
第
十
號
を
以
て
、

9



墨

挽
酪

酸
正
法
は
、
法
律
第
+

一號
を
以
て
、
.無

税
華

敢
正
法
は
法
律
第
+
二
號
を
以
て
公
簿

漉

撫
.、
.皆
三
月
二
十
六
日
の
日
付
で
あ
る
。
叉
都
市
計
叢
法
中
改
正
法
は
法
律
第
二
十
七
號
を
以
て
、
明
治
四
†

一、

年
法
律
第
三
十
七
號
中
改
正
法
は
法
律
第
三
十
號
を
以
て
、
貸
付
信
託
の
利
益
課
税
に
關
す

る
所
得
税
法
中
改
正

法
棲

律
第
二
+
九
號
を
以
て
公
布
喋

れ
た
、
此
三
者
は
三
月
二
+
八
日
付
で
あ
る
。
保
険
料
控
除
査
定
に
即

す

為
所
鴇
税
法
中
取
正
法
は
四
月
五
旧
法
律
第
四
ナ

一
號
を
以
て
公
布
せ
ら
れ
た
。

此
の
如
一
新

に
法
律
こ
な
つ
だ
視
法
も
相
當

に
多
く
あ
る
が
、
之
を
性
質
上
よ
り
見
れ

ば
、
所

得

視
、
瞥

業

視
、
.印
紙
税
の
改
正
ε
」
.石
油
消
費
挽
ε
の
旗
止
の
西
ピ
す
乃
こ
ご
が
出
来

る
。
費
藥
挽
海
中
改
正
注
は
質
藥
薔

葉
枕

を
摩
し
て
、
瞥
業
税
法
中

に
於
て
之
を
税
せ
ん
ε
す

る
も
の
で
あ
り
、
郡
市
計
蓋
法
中
改
正
浅
井

に
明
治
四

±

年

法
律
第
三
+
七
號
改
正
は
共

に
螢

聚
税
附
加
税
の
制
根
に
間
す

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
轡
業
挽
の
改
正
の

中
に
包
括
す

る
こ
己
が
出
来
、
法
律
第
二
十
九
號
法
律
第
四
十

一
號
も
共
に
所
得
税
の
改
正
の
中

に
包
括
す
る
こ

ε
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。

一
以
下
払
拭
所
得
穐
讐
葉
枕
印
紙
税

の
改
正
ご
、
石
油
消
費
挽
の
塵
止
ε
に
就
て
、
個
別
的
に
論
評
を
試
み
て
見

覚
い
仁
恵
ふ
。

第
二

所
.得

税

の
.改

正

時
.
論
.

租
怯
の
噺
改
正
を
論
ず
(
;

第
十
⊥ハ
巻
.

(酪
四
五
號

入

}
)

八

白
一二



時

論

税
法
の
新
改
正
な
論
ず
(
;
.

第
レ
六
巻

(第
五
號

八
二
)

八
一四

所
得
税
法
の
改
正
は
之
を
四
黙

に
大
別
す
る
こ
ご
が
出
家
る
、
其

一
は
所
謂
財
産
保
全
曾
砒

の
合
法
的
脱
税
を

防
止
す

る
こ
巴
で
あ
り
、
其
二
は
銀
行
預
金
井
に
貸
付
信
託
に
黝
し
第
二
種
所
得
税
を
課
す

る
こ
ε
で
あ
り
、
其

三
臆
保
険
料

の
控
除
査
定
で
あ
り
、
其
四
は
脱
漏
所
得
に
謝
す
る
溯
及
的
課
税
で
あ
る
。
以
下
項
を
逐
ふ
て
別

々

に
吟
味
し
て
見
や
う
。[

財
産
.保
全
會
瀧

の
合
法
的
脱
税
に
封
ず
る
防
止
法

財
産
保
全
會
肚
の
合
法
的
脱
税
は
普
く
行
は
れ
て
る
る
所
で
あ
る
が
、
其
由
来
す

る
所
は
會
肚
よ
り
受
く
る
配

當
金
文
は
賞
典
金
を
個
人
所
得
に
綜
合

し
て
課
税
す
る
ε

い
ふ
こ
ご
に
存

し
て
み
る
。
此
綜
合
課
視
主
義
は
大
正

九
年
の
所
得
税
法
改
正
に
依
て
初
て
採
用
し
た
も
の
で
、
實
に
我
所
得
税
立
法
の

一
大
廻
轄
時
期
を
劃
す

る
も
の

で
あ
る
。
綜
合
課
挽
主
義
が
採
用

せ
ら
れ
て
以
來
、
世
の
貸
屋
家
は
頻
に
趙
紛
せ
ん
こ
芭
を
工
夫
す
る
に
至

っ
た
、

そ
は
親
族
で
會
肚
を
設
立
し
.
之
に
他

の
會
肚
の
株
式
を
所
有

せ
し
む
る
の
で
あ
る
、

さ
う
な
れ
ば
其
會
献
が
配

當
を
受
け
、
個
人
た
る
資
産
家
は
配
當
を
受
け
な

い
事
に
な
る
、
從

っ
て
他

の
個
人
所
得

に
綜
合
し
て
累
進
税
牽

.

を
適
用
せ
ら
れ
な
く
な
る
、
此
の
如
き
會
航
が
株
式
を
有
す
ε
い
ふ
こ
ご
は
法
律
で
禁
じ
て
み
な

い
、
而
し
て
之

に
依

っ
て
個
人
所
得
撹
を
殖
脱
す

る
こ
ご
が
出
家
る
、
足
れ
合
法
的
脱
枕
ε
い
は
る
、
所
以
で
あ
る
、
既
に
合
法

的
で
あ
る
、
法
.律
の
制
裁
を
受
く
る
所
が
な

い
、
そ
こ
で
資
産
家
は
争

て
此
の
如
き
財
産
保
全
會
肚
を
設
立
す

る

に
至

っ
た
、
中

に
は
夫
婦
二
人
の
み
で
此

の
如
き
會
肚
を
設
立
し
て
み
る
者
も
少
く
な
い
嘘
い
ふ
こ
`
で
あ
る
、

㌔

■



こ
は
財
産
保
全
會
肚
ご
い
は

ん
よ
り
も
脱
税
會
肚
ご
い
ふ
方
が
安
富
で
あ
る
.
併
し
合
法
的
脱
税
は
必
ず

し
も
新

し
い
會
趾

を
設
立
す

る
に
及
ば
楓
、
.大
正
九
年
前

に
財
産
保
全
會
肚
を
設
け
て
み
た
も
の
で
も
、
其
會
就
に
株
式

を
所
有
せ
.し
め
て
個
人

へ
の
配
當
を
避
け
て
み
る
以
上
は
、
配
當
金
に
劃
す

る
綜
合
課
税
を
冤
れ
る
こ
ご
に
な
る
、
軸

足
れ
亦
腕
捻
の
目
的
を
も
存
す
る
も
の
ε
謂
ば
ね
ば
な
ら
澱
。

所
で
財
産
保
全
食
紅
に
依

っ
て
合
法
的
脱
税
を
圖
る
ε
い
ふ
こ
・し
は
、
今
日
に
於
て
初
.め
て
割

っ
た
こ
ご
で
無

い
、
大
正
九
年
所
得
税
法
改
正
案
が
提
出

さ
れ
た
當
時

に
於
て
既
に
豫
想
せ
ら
れ
た
こ
ざ
で
あ
っ
だ
、
私
は
第
四
.

十

二
議
曾

の
所
得
税
法
中
改
正
法
案
特
別
委
員
會
に
於
て
之
を
指
摘
し
、
法
.業
が
此
合
法
的
脱
税

に
謝
し
豫
防
す

る
の
方
法
を
講
じ
て
み
な
い
の
を
批
難
し
た
。
共
時
政
府
委
員
は
之
を
冷
眼
で
迎

へ
、
「
財
産
保
全
會
肚
に
依
る
合

法
的
睨
視
は
起

る
に
し
て
も
例
外
的
現
象

に
過
ぎ
ま
い
、
例
外
を
以
て

一
般
を
律
す

べ
き
で
な

い
」
ご
答

へ
た
.
所

-
で
其
後
の
事
實

に
徴
す

る
に
、
當
局
者
の
例
外
に
渦
ぎ
な

い
ご
公
言
し
た
こ
ご
ほ

一
般
的
ε
な

っ
た
、
そ
こ
で
當

局
者
も
此
事
貴
.の
前

に
は
抗
辯
す
る
こ
ご
が
田
楽
な
か
っ
た

`
見
え
、
臨
時
財
政
纒
濟
調
査
會

に
於
て
税
制
整

理

が
議
せ
ら
ミ

に
及
び
・
財
産
保
審

耽
の
合
法
的
脱
税
を
誘

客

の
方
法
を
も
講
ず
る
・
ε
に
な

っ
た
.
睨

　

　

　

　

　

　

　

　

時

財
政
・経
済
調
査
會

の
答

申
案

を
見

る
に
、
財
産
保
全

會
肚

の
脱

挽
豫
防

に
關

し
て
は
次

の
如

き
改

正
意
見
を

立

て

、
み
る
、

っ

法
人
に
し
て
其
事
業
の
性
質
エ
リ
親
祭
し
て
必
要
毎
リ
ミ
認
む
ろ
樫
度
以
上
匡
肥
肉
留
保
海
鳥
し
兎
う
も
の
め
ろ
ぜ
き
ば
、
其
の
金
額
は
其
出

(

時

論

税
法
の
新
改
正
か
論
ず
(
一
)

第
十
六
巻

(第
五
號

八
三
)

八
一
五
.



.

ド
.
.

.

時

論

税
法

の
薪
改
正
為
論
す

(
一
)

第
十
六
巻

(第
五
號

八
四
)

入

「
六
.

資
額
に
懸
じ
之
な
配
歯
し
た
う
も
の
ぐ.着

做
し
て
者
個
.人
に
綜
合
課
税
す
ろ
こ

ε

、円

前
項
必
要

な
ろ
留
保
金

の
程
度
に
大
賊
大
臣
之

か
認
定
す
ろ
こ
ご

蝋

石
の
難

爵

朱

嬰

ろ
誉

組

盃

銚

訴
馨

芽

ミ

臨
時
財
政
経
済
調
査
會
の
此
改
正
意
見
は
財
産
保
全
會
魅
の
肚
「内
留
保
金
を
以
て

一
定
限
度
内
に
於
て
個
人
に

配
當
せ
ら
れ
た
も
の
ε
看
倣
す
ε
い
ふ
所

に
精
神
が
存
し
て
み
ろ
つ

●
、

●

・

●

新

改
正
法

の
財
産
保

全
曾
肚

の
脱

税
防
止

に
…關
す

る
規
定

も
亦
此
精

神

よ
り
出

で
た

る
も

の
に
外

な
ら

禰
、
即

ち
其

規
定

は
左

の
如
く

で
あ

る
。

第
七
†
三
篠
ノ
ニ
、
政
府

ハ
法
人
ノ
株
主
叉

証

負
ノ
天

及
其
ノ
親
族
、
使
用
人
其
他
特
砥
ノ
關
係
ア
リ
ト
認
諾

者
ノ
株
式
金
額
叉
ハ
出
資
金

纈

此
合
計

が
其
法
人
ノ
株
式
金
額

叉

ハ
出
資

金
額

ノ
二
分

ノ

一
以
上

二
相
富

み
ル
法
人

二
付

テ

ハ
且
ハ留
保

シ
タ
ル
所
得
申
左

ノ
各
號

ノ

=

一該
嘗

λ

∴

ル
モ
ノ

ニ
限

リ
之
テ
株
主
叉

ハ
肚
貝

二
配
冨

シ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
做

ス

コ
}
話
得
。

r
.
.

レ

デ
.」

・
.藁

年
桀

・
於
ケ
ル
笠

蓑

其
峯

養

ノ
所
得
嵜

保

。
タ
盗

額
ノ
合
計
金
箏

其
蘂

養

空

焚
。
ル
逡

株
膣

隻

面

責

金
額

!
二
分
ノ

一
二
畑
…當

7ハ
ル
金
額

テ
超
…遍
ス
ル
ト
キ

ハ
其
紹
】渦
腿金
額

二
騒

ス
ル
其
事
業
年
度
ノ
所
得
中
留
円保

シ
タ
ル
金
賠
隅
ヨ
リ
宜
ハ藁

年
度

三
於

ケ

ル
所

得

ノ
ニ
十

分

一
二
相
當
一
ス
ル
金

額

テ
株
一際

シ
タ
〃
全

席姐

二
・
各
事
業
年
度
所
得
中
留
保

亥

ル
金
額

力
其

・
事
業
年
度

=
於

ケ
ル
所
得

・
+
分
ノ
三

二
相
當

ス
ル
金
額
チ
超
過

ス
ル
ト
キ

ハ
共
起
遊
金
額

各
事
業
年
度
所
得
中
留
保

シ
タ
ル
金
額
が
其
事
業
年
度
末

=
於

ケ
ル
佛
込
株
式
金
額
叉

ハ
出
資
金
額

爵

シ
年
三
+
分
ノ

ー
ノ
割
合

チ
以
.ア
筑
出

シ

タ
ル
金
額

チ
超
過
セ
ザ

ル
モ
/

二
付

テ

ハ
前
項
第
二
號
ノ
規
定

チ
滴
用
セ
ズ

錐
七
†
三
篠

・
三
、
前
條

・
法
人

卜
其

・
株
主
叉

註

員
及
其

ノ
親
族
、
使
用
人
其
他
特
殊

ノ
關
係
ア
リ
ト
認

ム
ル
者
ト
ノ
間

・蚕

ケ
ル
行
爲

　
付

.

所
得
鑑

脱
≦

的
ア
.リ
ド
認

発

揚
食

於
一丁
ハ
政
度

其

・
行
病
.二
拘

ラ
ズ
其
認

ム
ル
所

=
依

り
所
得
金
額

テ
計
算

ス
ζ

享

篭

■



第
七
十
三
條
ノ
四
、
政
府
》
前
二
條
ノ
規
定
チ
適
用
セ
ン
ト
ス
ル
㍗
キ
ハ
所
得
審
査
委
員
會
ノ
決
議
二依
.可
之
ザ
決
定
弘

・
右

の
規
定

の
中
第

七
十
三
條

の
二

a
二
項
は
政
府
案

に
無

か

っ
た
も

の

で
、
.衆

議
院

が
之
を

加

へ
た
も

の
で
あ

る

ゆ
.

ゴ
.
.
.
.

∴
.

・

'

.

.

、
.
.
.

「
.

「

も

ロ

も

も

　

も

も

セ

ゐ
　

や

ち

ぬ

此
改
正
規
定
に
就
て
は
種
々
の
議
論
が
出
来
や
う
が
、
先
づ
問
題

ご
な
る
の
は
財
産
保
全
曾
肚
ご
は
如
何
な
る

も

も

ゐ

リ

モ

も

め

も

も

も

會
肚
を

い
ふ
の
で
あ
る
か
ご
い
ふ
こ
ε
で
め
る
、
議
會

に
於
て
此
改
正
案
が
議
せ
ら
れ
て
る
だ
ε
き
そ
の
問
題
.も

起

つ
た
さ
う
で
め
る
が
、
政
府
は
之
に
謝
し
て
定
義
を
下
し
。
「
家
族
近
親
等
を
以
て
組
織
し
た
る
會
耽
に
し
て
其

・
纒
湾
上
の
貴
嬢
に
就
て
は
大
盤

一
個
入
の
會
肚
を
認
め
得

」る
も
の
、
而
し
て
其
目
的
は
財
産

り
管
理
連
用
を
圭
ど

す

る
も
の
」
.ピ
答

へ
だ
ど
か
い
ふ
こ
ε
で
め
る
。
法
文
に
は
財
産
保
全
會
枇
ε
い
ふ
文
字
は
あ
ら
は
れ
て
み
な

い

駐
、
.眼
中

に
し
て
み
る
所
は

一
人
及
親
族
使
用
人
其
他
特
殊
團
係
人
の
株
式
金
額
叉
は
出
資
金
額
の
合
計
が
其
法

人
の
株
式
金
額
叉
.は
出
資
金
額
の
二
分
の

一
以
上
に
相
當
す
る
法
人
で
あ
る
、
此
の
如
き
法
人
に
於
て
は
其

一
人

が
法
人
を
左
右
す
る
力
を
持

つ
こ
ε
に
な
る
、
故
に
實
質
上
は
其
法
人
は
此

一
個
入
に
臆
し
て
み
る
疋
見
て
も
可

い
、
換
言
す
れ
ば
其

【
個
人
の
會
肚
で
あ
る
、
所

で
此
の
如
き

一
個
入
の
會
肚
で
あ
っ
て
も
事
業
の
維
管
を
な
す

の
が
あ
り
、
叉
は
軍
に
財
産
の
管
理
運
用
を
爲
す
の
が
め
る
、
改
正
規
定
は
此

の
後
の
場
合
を
眼
中
に
し
て
み
る
。

一
、個
人
の
會
肚
に
.し
て
事
業
を
纒
督
す

る
も
の
に
あ
り
て
は
、
其
事
業
に
必
要
な
る
積
立
金
を
な
す
の
要
が
あ
る
、

故

に
積
立
金
多
し
`
て
強
ち
脱
税
の
目
的
の
み
を
有
す

る
ご
速
断
す

る
こ
ご
が
出
京
漁
、
從
て
此
の
如
き
事
業
脛

時

論

税
法
の
新
改
正
を
論
ず
(
こ

第
†
六
巻

(第
五
號

八
五
)

八
一
七



●

時

論

観
法
の
新
改
正
な
論
ず
(
}V

第
十
六
巻

(第
五
號

八
六
)

八
一
八

瞥
會
肚
の
積
立
金
に
蜀

-
て
は
留
保
所
得
挽
を
課
す
な
に
吐

の
て
、
之
を
個
人
に
配
當
し
π
る
も
の
ご
看
做
し
て

課
税
せ
な

い
、
例

へ
ば
保
険
業
や
船
舶
業
の
如
き
も
の
で
あ
る
、
こ
は
政
府
委
員
が
衆
議
院
の
所
得
税
法
改
正
法

案
特
別
委
員
會
に
於
て
明
吉
し
セ
所

で
あ
る
。
併
し
乍
ら

一
個
入
の
會
肚

に
し
て
事
業
を
脛
督
す

る
も
の
に
.あ
り

て
も
、
必
要
以
上
の
積
立
金
を
な
す
も
の
は
他
面
財
産
の
管
理
を
な
す
目
的
を
有
す
る
も
の
ε
見
る
こ
ε
が
出
来

る
、
故

に
其
必
要
以
上
の
積
立
金

に
饗
し
て
は
之
を
個
人
に
配
當
レ
た
る
も
の
ε
看
做

し
て
之
に
第
三
種
所
得
税

を
課
す
を
の
で
あ
る
、
其
圭
ε
し
て
他
の
會
肚
の
株
式
の
み
を
財
産

こ
し
て
管
理
す

る
も
の
に
あ
り
て
ば
藪
に
所

謂
財
産
保
全
會
肚
の
本
色
を
最
も
能
く
鞍
擁
す
、る
こ
ε
、
な
る
の
で
あ
る
。

此

の
如
く

一
個
人
の
會
駐
ご
認
め
ら
る
べ
き
も
の
を
財
産
保
全
會
肚

ε

し

て
取
扱
ふ
か
否
か
は
政
府
の
手
.心

如
何

に
存

し
て
み
る
、
從
て
資
産
家
に
あ

っ
て
は
多
少
不
安
の
念
を
生
す
る
か
も
知
れ
楓
、
現
に
貴
族
院
に
.め
り
.て

.

は
、
之
を
以
て
産
業
の
蛮
達

を
害
す

る
も
の
こ
し
、
大

に
批
難
し
て
み
た
や
う
で
あ
る
、
併
し
乍
ら
如
何
に
政
府

の
手
心
ご
は

い
へ
、

一
個
入

の
會
肚

で
事
實
、
.事
業
を
経
聾
し
て
み
る
も
の
に
謝
し
、
そ
が
多
く
の
積
立
金
を
要

す

る
も
の
で
あ
る

に
拘
ら
す
、
之
を
脱
税
を
圖
る
も
の
ε
し
て
課
税
す

る
や
う
の
こ
ご
は
あ
る
ま
い
、
叉
假
令
税

務
署
の
官
吏
が
さ
う
や
う
な
こ
ご
を
企
つ
ε
し
て
も
、
之
を
決
、行
ず

る
に
は
所
得
審
査
委
員
曾

の
決
議
を
脛
ね
ば

な
昼
の
、
故

に
税
務
署
の
得
手
勝
手
に
な
す

こ
ご
は
出
來
楓
、
そ
こ
に

一
の
保
障
が
あ
る
ε
謂
は
ね
ば
な
ら
楓
。

ロ

も

カ

つ

ロ

カ

コ

う

　

ロ

も

も

し

し

　

　

も

も

　

ヤ

ヵ

も

ヘ

ヘ

コ

へ

次
に
財
産
保
全
會
吐

の
池
内
留
保
に
謝

し
て
幾
何
を
個
人
配
當
ε
見
る
か
に
就
て
は
、
改
正
規
定
は
、血
肉
留
保

■



」

額

(
従
来
の
積
立
金
に
其
事
業
年
度
に
於
け
る
留
保
所
得
を
加

へ
た
る
も
の
)
が
梯
込
資
本
金
額
の
宇
を
超
過
寸
乃

場
合
ご
超
過
せ
ざ
る
場
合
ξ
を
画
別
し
、
前
の
場
合

に
獲
て
は
、
其
事
業
年
度
内

雫
於
け
る
所
得
〇
二
十
分
の

一

だ
け
を
肚
四
留
保
ε
し
、
そ
れ
以
上
を
個
人
に
配
當
し
た
る
も
の
・し
看
做
す
の
で
あ
り
、
後
の
場
合
に
於
て
は
、

其
事
業
年
度
に
於
け
る
所
得
の
十
分
三
迄
を
肚
内
留
保
嘘
心
、
そ
れ
以
上
を
個
人
に
配
賞
し
た
る
も
の
ざ
看
做
す

の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
第

一
の
場
合
に
於

て
は
其
年
度
の
所
得

の
二
+
分

一
迄
は
肚
内
留
保

こ
し
て
百
分
+

の
税
率
に
依

っ
て
留
保
所
得
税
を
課
せ
ら
れ
、
残
り
.二
十
分
の
十
九
は
悉
く
他

の
個
人
所
得
に
綜
合
せ
ら
れ
累
進

税
率
を
適
用
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
第

二
の
場
合
に
於
て
は
「
其
年
度
の
所
得
の
十
分
の
三
迄
は
肚
内
留
保
ε
し

て
百
分
の
五
の
視
牽
に
依

っ
て
留
保
所
得
税
を
課
し
、
其
残
額
十
分
の
七
は
他

の
個
人
所
得

に
綜
合
し
て
累
進
税

率
を
課
す

る
の
で
あ
る
。

　

此
の
如
く
砒
内
留
保
額
が
彿
込
資
本
金
額
の
孚
を
超
過
す
る
ご
否
ε
に
依

っ
て
大
に
取
扱
を
異
に
し
て
ゐ
乃
所

以
は
何
で
め
御
か
ご
い
ふ
に
、

　
は
留
保
所
得
税
に
此
匠
別
を
設
け
て
み
る
の
に
も
因
ら
う
が
、

一
は
肚
内
留
保

金
が
多
く
な
る
に
從

ふ
て
事
業
上
か
ら
必
要

ε
い
ふ
言
ひ
分
が
立
ち
難
《
な
b
、
腕
枕
の
爲
め
に
す
る
こ
・ヒ
が
謹

棟
立
て
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
、
只
其
砒
酋
留
保
金
が
携
込
資
本
金
の
半
を
超
過
す
る
`
い
ふ
黙
を
境
こ
し
π
の
は

輩
に
機
械
的

で
あ
っ
て
、
便
宜
上
斯
く
定
め
た
ε
い
ふ
よ
り
外
に
理
由
あ
る
ま

い
。

以
上
は

一
個
入
の
會
航
が
得
た
る
所
得
ざ
其
肚
内
留
保
額
蓬
の
此
に
就
て
観
察
し
た
る
も
の
で
あ
乃
が
、
新
規

時

論

税
法
の
新
改
正
を
論
ず
(
一)

飴
†
汰
巻

(第
五
號

八
七
)

入
一
九



時

論

税
法
の
新
改
正
応
論
ず
(
「)

欝
卜
六
巻

(第
五
號

入
入
)

八
二
「

定
は
更

に
其
所
得
額
ぜ
資
本
額
こ
の
比
を
も
考
慮
す
る
こ
ε

、
し
て
み
る
、
即
ち
亘
額

の
資
本

に
射
し
て
極
め
て

僅

少
な

る
所
得
を
得
た
る
場
合
に
於
て
も
、
.そ
の
所
得
の
三
割
以
上
は
個
人
に
配
當
せ
ら
れ
た
る
も
の
ピ
見
る
の

で
あ
る
が
、
事
業
脛
桜
を
兼
ね
財
産
を
管
理
す
る
會
肚

に
あ
み
て
も
、
其
積
立
金
が
相
當
に
多
く
な
ら

な

ヒい
間

、

は
内
資
本
金
に
謝
す
る
極
少
の
所
得
を
肚
内
に
留
保
す

る
も
、
強
ち
脱
税
の
爲
め
ピ
の
み
速
断
す

る
こ
だ
が
出
来

.

漁
。
そ
こ
で
改
正
法
は
各
事
業
年
境
所
得
中
留
保
七
た
る
金
額
が
其
事
業
年
度
末

に
於
け
る
彿
込
株
式
金
額
又
は

出
資
金
額
に
謝
し
年
三
十
分
の

一
の
割
合
を
以
て
算
出
し
π
る
金
額
を
超
過
せ
ざ
乃
も
の
に
就

て
は
、
假
令
其
留

保
金
額
が
其
年
獲
の
所
得

の
十
分
の
三
を
超
過
す
る
も
、
個
人
に
配
賞

し
た
る
も
の
こ
看
做

さ
な

い
ε
定
め
て
み

る
。是

等

の
規
定
は
槌

に
從
來
盛
に
行
は
れ
て
る
た
る
合
法
的
睨
視
を
防
ぐ
こ
ぎ

が
出
来
や
う
。
自
己
の
有
す
る
株

式
を
此
種
の
保
全
會
肚

の
有
に
移
七
て
脱
挽
を
圏
ら
ん
ε
す

る
者

に
謝
し
て
は
最
も
手
厳
し
く
適
用
せ
ら
れ
る
こ

ピ
に
な
る
に
相
違
な

い
。
今
保
全
會
肚
が
他

の
會
肚
の
株
式
を
所
有
し
管
理
す

る
よ
b
外
の
目
的
を
有
せ
ざ
る
も

の
に
就
て
之
を
考

へ
ん
に
、
其
一初
め
馬
當

っ
て
は
他

の
會
耽
よ
り
得

べ
き
配
當
金
の
三
割
は
保
全
會
肚
の
肚
内
智

保

ε
し
て
置
く
こ
ご
が
出
来
る
が
、
其
残
り
七
割
は
個
人
所
得
に
綜
合
せ
ら
れ
て
累
進
税
率
を
適
用

せ
ら
れ
る
か

ら

、
其

七
割
の
範
園

に
於
て
は
睨
視
.の
目
的
を
遂
ぐ
る
こ
ε
が
出
来
澱
笥
其
後
に
至

っ
て
此
三
割
迄
の
批
内
留
保

が
重
な
瀕
て
終

に
保
全
會
耽
の
糟
　込
資
本
額

の
牟
以
上
ε
な
る
ε
き
は
、
其
後
の
肚
内
留
保
は
其
年
度
の
所
得

の

■



.
百
分
の
五
以
上

に
上
る
こ
ご
が
出
来

戯
か
ら
、
百
分
の
九
十
五
迄
は
脱
税
の
目
的
を
達
す
る
こ
ε
が
出
来
な
く
な

る
。
是
れ
私
が
今
日
盛
に
行
は
れ
て
る
る
合
法
的
脱
税
が
或

る
程
度
に
於
て
防
ぐ

こ
ξ
が
出
来
る
ε
い
ふ
所
以
で

.あ
る
。

併

し
乍
ら

一
歩
を
進

め
て
考

ふ
れ
ば
、
足
れ
で
も
未
だ
以
て
完
全
で
あ
る
ざ
い
ふ
こ
ご
が
出
來
ぬ
、
現
に
前

の

例
に
依

っ
て
之
を
見
て
も
保
全
會
肚
を
設
立
し
さ

へ
す
れ
ば
、
各
事
業
年
度

に
於
け
る
所
得
の
↓二
割
迄
は
配
當
せ

な

い
で
.
肚
内

に
留
保
し
そ
れ
丈
け
脱
祝
す
る
こ
ご
が
出
來
る
か
ら
で
あ
る
。
私

の
思
ふ
に
事
業
経
管
を
兼

ね
て

財
産
の
管
理
を
寫
す
會
肚

に
あ
b
て
は
所
縁
の
十
分
の
三
迄
を
肚
内
留
保
ε
認
む
る
も
敢
て
不
當
で
.は
な
い
け
れ

こ
も
、
輩
に
他

の
會
肚
の
株
式
の
み
を
所
有
す

る
が
如
き
純
然
π
る
保
全
會
肚

に
至

っ
て
は
所
得

の
三
割
迄
を
肚

内
留
保
ご
認
む
る
の
は
、
寛
大

に
失
し
て
み
る
ε
い
は
ね
ば
な
ら
緻
。
是
に
於
て
私
は
北
新
規
定
も
未

だ
以
て
合

法
的
脱
税
を
爲
す
が
爲

め
に
會
肚
を
組
織
す
る
の
弊
風
を

一
掃
す
る
こ
ε
が
出
来
識
ご
断
言
し
て
揮
ら
n
の
で
あ

る
。以

上
述

ぶ
る
が
如
く
.
改
正
所
得
税
法
は
、
保
全
會
肚
に
依

っ
て
合
法
的
脱
税
を
圖
る
こ
ご
を
大
分
阻
止
す

る

こ
ご
に
な
る
が
、
是
等
の
規
定

が
貴
衆
両
院

に
討
議
せ
ら
れ
た
ご
き
に
は
、
保

全
會
砒
の
由

っ
て
起

つ
た
原
因
を

尋
ね
、
之
を
綜
合
課
税
の
罪

に
締
し
、
綜
合
課
税
主
義
夕
摸
し
、
源
泉
課
税
主
義

に
改
む

べ
し
ご
の
議
論
が
起

っ

た
。
殊

に
貴
族
院

に
て
は
其
議
論
が
甚
だ
熾
て
め

っ
で
、

一
落
は
所
得
税
改
正
法
案

の
運
命
も
危

か
っ
セ
ご
い
ふ

時
.論

税
法
の
新
改
正
々
論
ず
(
一)

第
十
六
奮

(第
五
號

八
九
)

八
二
㎜

　



『

時
.
論

税
法
の
新
改
正
た
論
ず
〔
;

,
.

第
十
六
巻

〔第
五
號

九
〇
)

入
二
二

こ
ご
で
あ

っ
た
。
所

で
政

府

は
.之
を
憂

ひ
、
大

に
其

間

に
奔
走

し
、
其

荒

々
し
き
、堅
気

を
緩

和
し
た

も

の

ε

見

え
・
罫
炭
附
は
軍
に
謬

鰹
側
を
附
し
て
所
得
税
法
案
を
看
過
す
る
こ
ξ

し
た
。
そ
の
希
望
係
件
で
綜
合
課
税

主

義

並

に

保

全

會

肚

の

脱

税

取

締

に

關

係

す

る

も

の

は

左

の

こ

で

あ

る

,

曰

く

、

一
・
現
行
所
得
税
法

二
於

テ

ハ
法
人

ヨ
リ
受
グ
ル
利
益

ノ
配
當
チ
第
三
穣
所
得

ト
シ
テ
綜
合
課
税
チ
爲

ス
ベ
キ
規
定

チ
存

ス
㍗
雌

ド
モ
此

ノ
如
キ

徴
税
手
綾

/
繁
雑

チ
來

タ
シ
納
税
者

チ
シ
テ
不
安

ノ
念
チ
抱
カ
シ
・
叉
徴
税
費
用

チ
増
加

セ
シ
ム
ル
ノ
・
ナ
ラ
ズ
株
式
ノ
醸
集

二
依

ル
各
種
事
業

ノ
萎
徴
衰
頽

ナ
招

キ
延
テ
国

民
ノ
企
業
心
ナ
阻
喪

セ
シ
ム
ル
ノ
恐
ア
リ
且
ツ
叉
現
行
法
規

二
於
テ
モ
江
檎

ノ
方
法
チ
講

ス
ペ
キ
幾
「多

ノ
映

階

ア

リ
・
必
メ

シ
モ
現
行
法
規

・最

テ
最
モ
公
平
ナ
ル
課
税
ノ
頁
措

チ
爲
サ

シ
メ
得

ル
モ
/
㍗
言

フ
ベ
カ
ラ
ズ
、
政
府

ハ
宜

ジ
グ
此
等
/
諸
鮎

二
塞

.、・

産
業
政
策

二
著
眼

ど

τ
成

ル
可
〃
蓮

=
滴
富
ナ
ル
機
會

二
於

テ
配
常
所
得

チ
第

二
種
所
得

ト

シ
テ
源
泉
課
税

ノ
方
法
チ
操

ル
ノ
遣
チ
溝
ぢ

レ
ン

コ
ト
チ
希
壁

λ

二
、
A「
次

/
所
得
税
法
改

正
謹
八
八
想
測行
餅
川得

脇伽
法
が
綜
合
諜
醗
‡
亡
蓑
チ
採
用
セ
ル
結
果
所
謂
A
胴
減
島川
騰
孤帆
チ
爲

ス
目
仙
叫子
以
テ
設
立
セ
ラ

レ
タ
ル
沖
…

人
チ
取
締

ル
趣
旨

二
出

デ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
モ
是

が
宣
施

ノ
晩

二
於

テ

八
部

テ
謝
脱

ノ
目
的

ナ
有
セ
ザ

ル
善
意

/
法
人
誌、
過
當

二
膣
迫

ス
ル
ノ
嫌

ア

ル
チ
以
テ
政
府

ハ
改
正
拡
規

ノ
適
用
」
現
行
所
得
税
法
電
施
前

二
設
立

セ
ラ

レ
タ
ル
法
人

ニ
シ
テ
特

二
疽
脱

ノ
爲

メ
ニ
利
用

セ
フ

レ
ザ
ル
モ
ノ
ハ

勿
論
其
他
法
人
二
付
テ
花
売
ク
其
事
業
ノ
性
質
チ
参
酌
シ
税
務
官
吏
ノ
専
恣
チ
豫
防
ス
ル
方
法
チ
講
セ
ラ
レ
ζ

ト
チ
希
望
ス

此
布

堅

は
特

別

要
員
會

で
全
會

一
致

の
希
望

で
あ

っ
て
、
叉
政
府

も
之

に
封
し

て
同

意
を
表

し
た

ε

い
ふ
の
で
あ

る
。
兎

に
角
此
希
望
附

で
貴
族

院
は
所

得
税
法
改
正

案

を
通
過

し
た

の
で
あ

る
。

此
希
望

の
中

、
財

産
保

全
會
肚

で
通

税
を
日
的

ε

せ
ざ

る
も

の
を
過
當

に
堅

迫
せ

な

い
様

に
税
務
吏

を
戒

飭

せ

よ
ビ

い
ふ
.希
望

は
、
至
當

な
希
望

で
あ

る
、
叉
此
希

望

が
無
く

ε
も
政
府

は
法

の
精

帥

に
違

ひ
逋

税

の
爲

め
に
す

ミ

ヤ

ヤ

も

ヘ

ヘ

ヘ

モ

へ

つ

ら

リ

ヤ

カ

ロ

し

し

や

る
會
甦
の
み
を
取
締
ま
る

べ
き
で

め
る
。
所

で
第

一
の
希
望
π
.る
酬
當
所
得

に
謝
し
て
源
泉
課
枕
主
義
を
採
用
す

●



心
レ
ひ
い
か
櫓
壁
掛
、
現
行
所
得
慌
を
根
本
的

に
覆

へ
す
も
の
で
あ

っ
て
、
負
櫓
の
公
雫
を
得

る
所
以
で
な

い
、

和
鞍

て
歪

九
年
所
得
税
陵

正
の
際
、
源
泉
課
税
妻

の
非
を
鳴
あ
し
、
馨

馨

毳

毳

ら
ね
ば
な
ら

鳳
こ
ε
を
明
に
レ
た
・
姦

に
其
藁

響

繰
返

へ
す
の
撃

有
た
な
い
が
、
貴
族
院
に
於
て
斯
か
る
議
論
が
今
日

に
於
て
起

っ
て
摩

る
ど

い
ふ

こ
ご
は

、
貴
族
院

の
爲

め
に
悲
し
む

べ
き

こ
ε
で

あ
る
薄
政
府

は
之

に
射

し
て
同
意

し
た
.亭

ふ
が
・
税
制
整
理
を
策
す
る
に
當
り
所
得
撃

源
泉
課
笙

義

覆

締
せ
し
む
る
が
如
き
は
、
視
法
進

歩

の
大
勢
に
反
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
到
底
之
を
實
行
ず
る
こ
ξ
が
出
來
ま

い
、
是
が
故
に
此

の
如

き
希
堅
は
資

産
家
蓮
の
氣
休
す

め
に
止
ま
り
、
何
等
効
力
を
有
す
る
も
の
で
な
い
ご
断
ぜ
ね
ば
な
ら

源
。

む

カ

も

も

り

も

も

サ

リ

も

も

で

り

の

へ

も

い

も

し

も

ゆ

め

カ

い

次

に
合
法
的
脱
税
を
圓
る

一
の
源
因
ε
し
て
は
株
式
配
當
を
得
る
が
爲
め
に
借
入
れ
た

る
借
入
金
の
利
子
を
差

脚
が
酔
い
炉
欝
か
空
か
ひ
津
い
討
論
炉
か
ボ
。
是
等
の
論
者
は
衆
議
院

に
も
貴
族
院

に
も
相
當

に
あ
っ
だ
や
う
で

あ
る
。
是
等

の
論
者
は
、
株
式
買
入
の
爲
め
に
七
た
る
借
金
の
利
子
を
控
除
す
れ
ば
、
特

に
保
全
會
肚
を
持

汎
て

通
税
を
圖

る
も
の
は
少
塞

ら
　
蕊

ふ
の
で
め
る
。
貴
族
院

に
於
て
は
終

に
そ
れ
が
所
得
税
法
改
正
簗

を
通

過
せ

し
む

る

一
の
希

堅
條

件

ε
な

っ
て
ゐ
π
。
曰

く

簸

黍

額
ヨ
リ
必
要
ノ
饗

・
襟

髪

叢

入
金
蓼

以
・
所
得
金
塾

爲
・
場
曾

於
・
拭
ハ攻
入
テ
得
ル
蓬

メ
爲
。
タ
貨

櫓
ノ
摯

ハ

叢

ノ
饗

レ

テ
蔭

ス
ベ
亀

ヂ

ル
・
拉
・
養

除
・
取
零

就
テ
・
之
・
篠

・
ザ
ル
が
如
・
養

・
羅

シ
得
7
ル
、
限
り
之
チ
篠

ス
ル
ノ
山刀
、針

チ
探

ル

ユ
ト
チ
希
雌

ス

時

論

税
法
の
新
改

正
か
論
ず

(
一
)

第

十
山ハ
巻

(第

五
號

九

こ

八

二
三

顧



時

論

溌
法
の
新
改
正
か
論
ず
(
ご

第
十
大
巻

(第
五
號

九
二
)

入
二
四

此
希
望
を
抽
象
的
に
考
ふ
る
ε
き
は
異
論
を
挿
む
こ
ご
が
出
來
漁
が
、
之
を
株
式
買
入
の
矯
め
に
し
だ
借
金
の

利
子
に
適
用
す
る
ε
き
は
、
第

一
に
實
行
難
が
起

る
、
蓋
し
其
借
金
な
る
も
.の
が
果
し
て
株
式
を
買
入
る
、
爲
め

に
爲
さ
れ
た
も
の
か
ご
う
か
ε
い
ふ
こ
ε
が
確

か
め
得
ら
れ
滋
か
ら
で
め
を
、
是
が
故
に
事
實
確
認
し
得
ら
れ
撮

か
ら
其
借
金
利
子
を
控
除
し
得
な
い
ぜ
い
ふ
こ
ε
な

っ
て
來
る
。
然
ら
ば
此
株
式
買
入
の
爲
に
し
た
る
借
金

の
利

子
は
毫
も
考
慮
せ
ら
れ
て
む
な
い
か
ε
い
ふ
に
、
さ
う
で
な

い
、
株
式

の
配
當
金
に
謝
し
て
は
四
割
を
天
引
し
其

残
甑
六
割
だ
け
を
所

得
ε
し
て
計
算
し
て
み
る
、
此
四
割
で
其
買
入
の
爲
に
寫
し
た
る
借
金
の
利
子
を
支
梯
ひ
得

る
澤
で
め
る
、
然
る
に
此
四
.割
控
除
を
し
て
み
る
上

に
更

に
買
入
資
金
の
利
子
迄
を
差
引
く
ε
い
ふ
に
至

っ
て
は

株
式
所
有
者
を
偏
愛
す

る
こ
ε
、
な
b
、
却

っ
て
不
公
雫
を
生
す
る
の
で
あ
る
。
畢
竟
是
等

の
議
論
は
資
産
家
本

位
の
議
論
で
め
っ
て
、
所
得
税
を
公
卒
に
課
す

る
ε
い
「ふ
立
場
か
ら
見

て
之
を
斥
け
ね
ば
な
ら

諏
。

二
、
銀
行
預
金
の
利
子
舛
に
貸
付
信
託
の
利
益
に
封
ず
る
第

二
種
所
得
税

現
行
所
徴
税
は
大
膿

に
於
て
綜
合
裸
視
主
義
を
探

っ
て
み
る
の
で
あ
る
が
、
例
外
ε
し
て
源
泉
課
税
主
義
を
探

つ
.て
る
る
も
の
が
あ
る
。
そ
は
所
謂
第
こ
種
所
得
税
で
あ
る
。第
二
種
所
得
税
は
其
初

め
公
債
肚
債
の
利
子
に
課
し

て
み
た
も
の
で
あ
る
が
、
大
正
九
年
の
改
正
以
来
銀
行
定
期
預
金
#
に
定
期
預
金
の
性
質
を
有
す
る
銀
行
預
金
の

利
子
に
迄
横
張
す
る
こ
ε

、
な

っ
た
。
所
で
斯
う

い
ふ
風
の
立
法
ざ
な
れ
ば
、事
貿
定
期
預
金
で
あ

っ
て
も
、
定
期

預
金
で
な
い
や
う
な
形
を
取
り
此
第
二
.種
所
得
税
を
も
地
脱
す

る
に
至
る
は
自
然
の
勢

で
あ
る
、
是
れ
は
現
行
所

「

■



得
槍
法
の

一
大
敏
黙
で
あ
み
ゆ

も

つ

も

し

し

も

で

ロ

ぢ

政
府
當
局
者
も
夙

に
此
飲
黙
に
心
付

い
た
、
臨
塒
財
政
経
済
調
査
會
が
税
制
整
思
案
を
立
つ
る
に
際
し
て
も
、

比
熱
に
就
て
所
得
税
注
を
敗
正
せ
ん
ご
し
て
居

っ
た
、
即
ち
臨
時
財
政
経
済
調
査
會
の
答

申
案
に
依
れ
ば
、
銀
行

預
金

(貯
蓄
預
金
を
除
く
)
に
謝

し
て
は
総
て
第
二
種
所
得
税
を
課
す

る
こ
ご
Y
.し
や
う
こ
す

る
の
で
あ
る
。

も

う

ミ

め

み

ち

.

今
回
の
所
得
税
政
正
法
も
光
臨
塒
財
政
経
済
調
査
會
の
改
正
業

か
ら
出
て
、「
銀
行
定
期
預
金
久
は
定
期
預
金

の

性
償
を
有
す

る
銀
行
預
金
」
を
軍
に

「
銀
行
預
金
」
に
改
め
て
み
る
。
(所
得
脱
法
二
條
及
三
際
)

軍
に
銀
行
預
金
ご
い
へ
ば
、
定
期
預
金
ご
定
期
預
金
外
の
預
金

ε
を
意
味
す
る
の
で
め
る
、
獲
て
當
座
預
金
も

亦
其
中

に
包
措
せ
ら
れ
る
こ
ざ
論
ず
る
迄
も
無
い
。
所
で
貴
族
院
に
於

い
て
當
座
預
金
利
子

に
謝
す
る
課
税
に
就

て
非
常
な
る
議
論
を
生
じ
か
、
其
議
論

に
依
れ
ば
、
常
座
預
金
の
利
子
は
外
囲
銀
行

に
於

て
は
之
を
附
け
濾
の
が

殆
ん
ご
其
主
義
に
な

っ
て
み
る
、
日
本

に
於
て
も
現
に
千
圖
以
下
の
常
座
預
金
に
は
利
子
を
付
せ
澱
ε
い
ふ
こ
ε

に
な

っ
て
み
る
、
且

つ
営
庭
預
金
は
利
殖
が
主
で
な
い
、
銀
行
か
ら
借
b
た
る
も
の
を
振
替

へ
金
の
入
用
に
從

っ

て
小
切
手
に
て
引
き
出
す

ご
い
ふ
.仕
組

に
な

っ
て
み
て
金
銭
授
受

の
手
数
を
省
く
も

の
で
あ
り
、
殊

に
銀
行

ご
銀

行
ε
の
當
座
勘
定
に
至

っ
て
は
、
爲
替
又
は
貸
借
の
關
係
よ
り
常
盤
生
ず

る
も
の
で
あ
る
が
、
是
等
に
課
税
す
る
に

至
っ
て
は
徴
税
上
非
常
な
る
繁
雑
を
來
た
す
こ
ε
に
な
り
不
當
で
あ
る
ご
難
ず
る
の
で
.あ

っ
尭
。
政
府
當
局
者
は

此
議
論
に
謝
し
て
大

に
譲
歩
し
政
府
は
此

の
如
き
當
座
預
金
の
利
子
に
課
税
す
る
趣
旨
で
な
い
こ
芭
を
僻
す
る
に

時

論

税
法
の
新
改
正
な
論
ず
(
ご

,

第
十
大
巻

(第
五
脱

九
三
)
.
八
二
五

、



「

、

時

論

税
法
の
新
改

正
な
論
ず
(
一
)

幽

第
や
六
巻

(第
五
號

九
四
)

入
一
.一六

ご

　
　

至

っ
た
。

そ

こ
で
貴
族
院

に
於

て
は
左

の
如

き
希
望

を
條

件

ε
し

て
政
府
案

を
通

過
す

る

こ
ご

、
な

っ
た
、

曰
く

【
圃
/
信
用
制
度
チ
嶺
達
セ
シ
メ
商
取
引
ノ
敏
活
チ
期
ス
〃
ノ
目
的
チ
以
一71
政
府
.ρ
襲
二
印
紙
税
法
ナ
改
正
シ
テ
小
切
手
ノ
印
紙
税
ナ
免
除
セ
リ
A、

回
ノ
所
得
粉
吹
正
築
三
於
テ
ハ
定
期
預
金
以
外
ノ
預
金
利
子
　一封
シ
テ
モ
定
期
預
金
利
子
ト
同
]
ノ
課
枇
チ
爲
サ
ン
ト
ス
ル
モ
ソ
、如
キ
モ
小
切
手

チ
以
テ
引
出
ス
ベ
キ
笛
座
預
金
/
性
質
テ
有
λ
ル
モ
ノ
ニ
付
キ
テ
ハ政
府
ハ
上
記
ノ
理
由
=
鑑
ミ
取
扱
上
相
雷
ノ
考
慮
チ
加
へ
・ソ
レ
ソ
コ
ト
チ
希
望
ハ

此
希
望
條

件
は
単
な

る
希
壁
條
件

に
止

ら
ず

、
政
府

が
貴

族
院

の
意
見

に
同
意

し
、

銀
行
預

金

こ
い
ふ

も
小

切

手
を
以

て
引
出

し
得

る
嘗
座
預

金
を
含
ま

漁
ε
解

す

る
な
ら
ば
、
解

繹
上

よ
り
銀
行
預
金

の
意

義
を
限
定
す

る

.、

`
に
な
む
下

政
府

が
之

に
依

っ
て
税
務
官
吏

に
訓

令
を

鞍
す

る

こ
ε

に
な

る
ε
、
公
権
的
解
織
　を
與

ふ
る
こ
ε

、

な

る
.の
で
あ

る
。

.

併
、し
乍

ら
之
を
純
理

よ
b

い

へ
ば

、
貴
族
院

の
議

論
も
歌

府

の
解

樺
も
當

を
得

な

い
ご

い
は

ね
ば
な
ら

諏
、
現

行
預
金

ε
い
ふ
以
上
は
宮
座
預
金

を
除

外
す

る
理
由

は
な

い
筈

で
あ
る
、
若

し
當
座

預
金
を
除

外
す

る
意
な

ら
ば

當
然

迄
を
法
文

の
上

に
て
謳

っ
て

椴

か
ね
ば

な
ら

ぬ
。

又
常
座

預
金

に
利
子

を
附

せ
.ね
ば
、

そ
れ
は
所
得
税
を
課

す

る
に
由

な

い
も

の
で
、
固
よ

り

論

の
な

い
こ
ε
で
あ
る
、
併

し
荷
し
く

も
利
子

を
附

す

る
ご
せ
ば

、
そ
ば
預
主

の
所
径

の

一
部
を
夥
し

る
も
の
で

あ

る
、

そ

晒

が

振
替

に
依

ら
う

が
、
銀
行
間

の
爲

替
尻

で

あ
ら
う

が
、

そ
ん

な
こ
ご
は
問
思
で
な
い
・
問
題
は
利
子

を
得
る
か
否

か
で
あ
る
。
現

に
農

正
の
な

い
前
に
於
け
る
所
得
椀
法
の

解
糧
に
依

っ
て
も
、
常
座
預
金
の
利
子
は
免
税
せ
ら
れ
て
る
る
の
で
な

い
、
預
主

の
個
人
所
得

に
綜
合
せ
ら
れ
て

課
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ち
な
か
つ
π
の
で
あ
る
、
推
賞
際

に
於
て
は
預
主
も
銀
行
も
之
を
声
告
せ
な
か
っ
た
か
ら

■



事
買
上
菟
税

せ
ら
れ
だ
こ
同
じ
結
果
に
な
ウ
て
る
把
に
過
ぎ
戯
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
貴
族
院

の
論
議
に
依

っ
て
當

座
預
金
の
利
子
は
菟
税

せ
ら

る
、
も

の
ご
解
す

べ
き
で
無

い
、
叉
政
府

の
公
権
的
解
繹
に
依

っ
て
當
座
預
金
利
子

は
所
得
税
法
の
二
條
双
三
係

に
謂
ふ
所
の
銀
行
預
金
の
中

に
含
ま
れ
て
み
な
い
ε
決
定
し
て
も
、
法
の
精
神
上
に

」於
て
個
人
所
得
を
形
く
る
も
の
で
な
い
ざ
す

る
課
に
行

か
ぬ
、
故

に
此
政
正
法
が
公
布
せ
ら
れ
把
後
も
、
理
論
上

に
於
て
は
常
座
預
金
利
子
は
冤
税
せ
ら
る

＼
も
の
で
な

い
ε
解

せ
ね
ば
な
ら

漁
。

銀
行
預
金

の
利
子
に
第
二
種
所
得
税
を
課
す

ε
す
れ
ば
、
次
に
信
託
預
金
の
利
子
を
も
同
様

に
取
扱
は
ね
ば
権

衡
を
徐

な
い
・
ご
に
な
る
、
所

で
信
託
會
瓶

に
預
け
る
財
産

に
就
て
は
信
託
法
に
支
配
せ
ら
れ
銀
行
預
金
ご
厘

祝
す
る
こ
ε
が
出
來
ぬ
、
そ
れ
で
銀
行
預
金
.に
似
た
も
の
ε
い
へ
ば
、
信
託
禽
枇
の
引
受
け
た
る
金
銭
信
託

に
し

一て
信
託
財
産

の
運
用
方
法
を
預
入
れ
叉
は
貸
付
の
み
に
限
定

し
た
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
阻
、
そ
こ
で
此
種
の

貸
付
信
託

に
限
り
銀
行
預
金
ご
同
様
に
取
扱

ふ
二
ご
が
正
賞
で
め
る
こ
い
ふ
こ
ご
、
な
し
、
衆
議
院
か
ら
提
満
せ

　

つ

つ

　

　

の

　

ら
れ
、
貴
族
院
を

も
通
過
す

る

こ
ε

＼
な
り
終

に
法

律

こ
な

っ
た
、
是

に
於

て
貸
付
信
託

の
利
益
も
綜
合
課
税
士
山

.

義

の
例
外

ご
な
り

、
.第

二
種
所

得
税
を
課
す

る
こ
ξ

＼
な

っ
た
。

層

理
窟

の
上

か
ら

い

へ
ば
、
銀

行
預
金

の
利

子
に
第

二
種
所
得
税
を
課

す

る
を
是

認
す

る
以
上
は
貸
付

信
託

の
利

.

盆
、に
謝

し
て
.も
第

二
種
所

得
税

を
課
す

る
こ
ご
を
是
認

せ
ね
ば
な
ら

諏
。
併

し
街

一
歩
を
進

め
て
考

ふ
れ
ば
、
第.

.二
種

所
得

税

そ
の

も
の
が
當
を
得

て
み
な

い
冠
詞
は
ね
ば
な
ら

ぬ
、
既

に
綜

合
課
税
キ
義

を
採

る
以
上
は
公
債
耐.

、
.時

論

続
法
.の
.新
改
正
.な
論
ず
〔
こ

第
十
六
旛

(第
五
號

九
五
)

入
二
七

`



0

時

論
.

税
法
の
新
改
正
々
論
す
(
こ

第
十
六
巻

(第
五
號

九
六
)

八
二
入

債
銀
行
預
金
の
利
子
井

に
貸
付
信
託
の
利
益
に
謝
し
て
源
泉
裸
視
主
義
を
認
む
る
理
由
め
る
べ
き
で
な

い
、
只
政

府
當
局
者
は
第
二
種
所
得
税
ε
し
て
課
す
る
に
非
ざ
れ
ば
、
申
告

も
せ
ら

れ
す
、
實
際
に
祝
す
る
こ
ご
が
出
來
諏
か

ら
已
む
を
得
ず
此
方
法
に
依
る
ざ
い
ふ
の
で
,あ
る
。
併

し
乍
ら
第
二
種
所
得
.挽
ε
し
て
捕
捉
す

る
こ
ざ
が
出
來
る

位
な
ら
ば
.
申
告

の
強
制
が
出
来
な

い
諜
は
無

い
、是
等

の
利
子
又
鳳
利
益
を
得
る
人
が
申
告
を
怠
る
も
、
其
債
務

者
を
し
て
申
告
せ
し
む
れ
ば
、
其
真

相
を
知
る
こ
・し
が
出
来
る
筈
で
あ
る
。
然
る
に
我
政
府
當
局
者
は
以
上
の
如

き
課
挽
技
術
上
の
理
由
を
以
て
歩

】
歩
ご
第
二
種
所
得
税
の
範
圏
を
振
め
っ
、
あ
る
の
で
あ
る
、

一
方
に
綜
合
課

税
主
義
の
旗
幟
を
鮮
明
に
し
乍
ら
他
方
℃
其
反
射
の
源
泉
課
税
主
義

に
戻
り

つ
＼
あ
る
蓬
も
謂

～
る
の
で
あ
る
、

明
に
所
得
税
注
進
歩
の
大
勢
に
…逆
行
す

る
も
の
で
あ
る
。
此
理
由

に
依
り
私
は
今
次
の
此
改
正

に
賛
意
を
表
す
る

こ
ε
が
出
來
な
い
の
で
め
る
。

一昌
、
保
険
料
の
控
除
査
定

保
険
料

の
控
除
査
定

に
就
て
は
政
府
當
局
者
は
賛
成
し
て
み
な
か
っ
た
ら
し
い
、
法
案
は
衆
議
院
よ
り
提
出
せ

.

ぢ
れ
、
貴
族
院
の
修
正
を
経
て
終

に
法
律
ご
な
っ
た
。

一
艦
保
険
は
富
豪

に
取

っ
て
は
必
ず
し
も
必
要
の
こ
`
で
も
無

い
が
、
勤
夢
所
得

に
衣
食
し
て
み
る
者
に
取

っ

て
は
、絶
対
に
必
要
で
あ
る
。
蓋
し
勤
勢
所
得
者
が

　
度
疾
病
に
罹
り
又
は
死
亡
す

る
ε
き
は
以
て
家
族
を
養

ふ
こ

嬉
が
出
來
な
く
な
る
、
故

に
強

め
保
険
契
約
を
結
び

一
朝
憂
事
の
あ
る
場
合
起
備

へ
て
置
か
ぬ
ば
な
ち
孤
、
是
れ

ρ



'

生
活
を
安
定
せ
し
む
・
質

で
あ
・
。
果
し
て
然
ら
ば
保
霧

は
其
勤
欝

得
者
最

っ
て
絶
讐

暫

て
は
な

ら
膿
費
用

こ
な
る
の
で
あ
る
、
從

っ
て
所
得
の
中
で
保
険
料
に
充

つ
べ
き
部
分
は
摺
粉
力
を
宿
せ
蹟
こ
い
は
ね
ば

な
ら
臓
、
暴
れ
理
論
上
保
険
料
を
控
除
せ
ね
ば
な
ら
漁
所
以
で
あ
る
。

私
は
.虎
斑
由

に
依
り
第
四
十
二
議
會

に
於
て
所
得
税
法
改
正
が
議
せ
ら
る
」
時

に
當

っ
て
も
、
其
特
別
委
員
會

に
於
て
保
険
料
の
控
除
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
所
以
を
痛
論
し
た
が
、
當
塒
の
政
府
委
員
は
共
必
要
が
無

い
こ
て
之

を
斥
け
た
。
斯
が
今
回
衆
議
院
か
ら
提
案

せ
ら
れ
て
終

に
保
険
料
控
除
の
規
定
を
見

る
に
至

っ
た
、
暴
れ
亦
我
國

黒
松
η
る
所
得
税
の

一
進
歩
で
あ
る
ご
評
せ
ね
ば
な
ら

皿
。

衆
議
院
に
於
て
は
此
保
険
料
の
額

に
就
て
何
等
の
制
限
を
設
け
な
か

っ
た
が
、
貴
族
院
は
之
に
制
限
を
加

へ
二

「百
圓
以
下
を
控
除
す
る
こ
ご
、
し
た
。

一
艦
保
険
料
を
冤
扮
す
る
理
由
は
動
勢
所
得
者
の
如
き
比
較
的
貧
し
き
人

の
取
噂
結

ぷ
べ
き
保
険
契
約
に
就
て
之
を
存
す

る
の
で
あ
る
馬
富
者

の
取
り
結
ぶ
べ
き
保
険
契
約

に
就
て
は
共
保

険
料
を
発
す

る
理
由
が
無

い
の
で
あ
る
、
故

に
保
険
料
を
控
除
す

る
ε
し
て
も
何
威

か
に
制
限
を
置
か
ね
ば
な
ら

祖
て
ε
は
事
理
の
當
然
で
あ
る
、
.貴
族
佛
が
弦
に

一
定
の
制
限
を
置
い
売
の

は
當
を
得
た
ξ
い
鳳
ね
ば
な
ら

阻
刃

掴
ハ
二
百
圓
で
制
限
す

。
.、
嘉

當
を
得

て
み
る
か
否

か
は
問
題
で
あ
る
。
今
日
の
實
情

か
ら
考

へ
私
は
多
少
低
き

に
失
し
て
は
み
な

い
か
ご
思
ふ
け
れ
こ
も
、
先
づ
此
方
面
.に
關
す

る
立
法
の
草
分
け
ざ
↓
て
見
れ
ば
、
私
は
是
に

満
足
の
意
を
表
せ
ざ
る
を
得
.な
い
の
で
あ
る
。

嚇

論

観
法
の
新
改
正
な
請
す
(
こ

第
十
六
巻

(第
五
號

九
七
)

入
二
九

、



暫

時

論

税
法

の
新
改
正
な
論
ず

(
【
)

第

十
六
巻

(第
五
號

九
八
)

八
三
〇

四
、
脱
漏
所
得
に
費

す
る
潮
及
的
課
税

所
得
税
は
申
告
視
で
あ
る
、
個
人
の
申
告

に
倣
う
所
得
の
調
査
を
行
ひ
以
て
個
人
所
得

の
決
定
を
爲
し
て
然
る

後
課
税
す
る
の
で
あ
る
、
斯
で
輕
濟
.關
係
が
複
雑
し
て
来
て
は
申
告
も
其
輿

を
穿

つ
こ
ご
が
出
來
の
、

一
.且
所
得

を
決
定
し
た
る
後
に
於
て
個
人
所
得

の
決
定
に
脱
漏

の
あ

っ
た
こ
ε
を
獲
見
す
る
こ
ε
も
起

る
の
で
あ
る
、
所
得

挽
は
大
艦
其

一
年
間

に
得

べ
き
所
得
に
射
し
て
税
す

る
毛
の
で
あ
る
、
過
去
の
所
得

に
封
七
て
税
す

べ
き
.で

な

い
。
併
し
乍
ら
個
人
所
得

の
決
定

に
脱
漏
が
あ

っ
た
こ
ご
が
後

に
な

っ
て
獲
見
せ
ら
れ
た
以
上
は
之
を
見
す
く

課
税
よ
り
漁
椙
せ
し
む

べ
き
で
無
い
、
そ
こ
で
改
正
法
は
此

の
如
き
場
合

に
於
て
は

「
其
所
得

の
決
定
を
な
す
べ
か

b
し
年
の
翌
年
に
於
け
る
所
得
調
査
委
員
會

の
調
査
に
依
り
政
府

に
於
て
其
所
得
金
額
を
決
定
す

る
こ
ξ
を
得
」
.

蓬
定
め
て
み
る
(
第
二
十
⊥
ハ
條
第
二
項
)
、
暴
れ
は
従
来
の
所
得
税
に
見
な
か
っ
た

一
の
新
し
い
主
義
で
あ
る
.、

政
府
案

に
於
て
は
共
所
得
の
決
定
を
な
す

べ
か
り
し
年

の
翌
年
よ
り
三
年
に
於
け
る
厨
得
調
査

穀
長
倉
の
調
査

に
依
り
政
府
に
於
て
共
厨
得
金
鎖
を
決
定
す
ε
し
て
め

つ
把
が
、
衆
議
院
は

此

の

如

く
長

い
期
間

に
亘

っ
て
は

其
所
得
者
を
し
て
徒
ら
に
不
安
定
の
戚
を
有
π
し
む
る
こ
巴
、
な
る
ε
て
其
翌
年
限
り
に

修

正
を

し

π
の
で
あ

る
`此

規
定
は
株
式
の
配
當
金
を
第
三
種
所
得

に
綜
合
し
て
課
税
す

る
に
至
っ
て
殊

に
必
要
ど
な
っ
て
來
把
、
蓋

し

株
式
會
耽
か
多
く
な
b
、
其
株

王
が
多
く
な

っ
て
は
、
所
得
の
決
定
期
即
ち
八
月
末
日
漁
に
脱
漏
な
く
調
査
す
る
こ

■



ε
は
非
常

に
困
難

こ
な
つ
π
、
而
し
て
其
脱
漏
し
π
こ
ご
を
其
後
に
獲
見
す
る
こ
ε
も
自
然
に
越

っ
て
來
る
澤
で

あ
る
、
是
れ
北
新
規
定
が
人
な
る
意
義
を
有
す
る
所
以
で
あ
る
。

X

×

×

X

所
得
税
法
の
改
正
は
大
正
九
年
に
於
て
既

に

一
段
落
を
告
げ
陀
の
で
あ
っ
π
が
、
其
中
に
爾
鉄
黙
も
少
く
な
か

っ
た
。
今
回
の
改
正
法
は
其
鉄
黙
の
人
な
る
部
分
を
矯
め
る
こ
ε
ε
な
っ
た
、
故

に
私
は
之
を
所
得
税
立
法
の

一

進
歩
で
あ
る
ε
い
ふ
に
騰
躇
せ
な

い
。
併
し
乍
ら
共
快
然
は
総

て
取
り
除
か
れ
て
み
る
の
で
な

い
、
第
二
種
所
得

税
を
魔
せ
な
い
で
擲
て
之
を
援
張
す

る
が
如
き
,
個
人
所
得

に
於
て
個
人
的
事
情

の
斟
酌
に

一
歩
を
進

め
陀
け
れ

こ
も
佃
未
だ
鍵

さ
ざ
る
所
あ
る
が
如

き
、
累
進
級

の
刻
み
方
が
粗
に
失
し
、
累
進
率
の
進

め
方
が
急

ご
な
り
過
ぎ

て
み
る
が
如
き
は
其
著
し
き
も
の
で
あ
る
、
今
回
の
改
正
は
此
最
後

の
秩
然

に
就

て
は

一
顧
だ
も
せ
な
か
っ
た
や

う
で
あ
る
、
他
日
の
改
正
に
待
π
ね
ば
な
ら
漁
。

〔未
完
)

r

時

論

税
法

の
新
改
正
た
論
ず

(
一
)

第

十
六
巻

(筋
一五
號

九
九
)

八
一一=


